
令和６年度 

埼玉県ＬＰガス保安推進セミナー 

 資  料  

令和６年度「埼玉県ＬＰガス保安推進セミナー」開催について 

 弊会では、ＬＰガス事故防止及び取引の適正化の推進のため、化学保安課

様のご指導を賜り保安推進セミナーを開催しております。 

本年度は協会ホームページ上での開催（資料掲載）とさせていただきます。 

一般社団法人 埼玉県ＬＰガス協会 



 

令和 ６ 年度 

埼玉県ＬＰガス保安推進セミナー 

目 次 

 

 

１．埼玉県内のＬＰガス事故事例と事故防止の取組   資料１ 

   埼玉県危機管理防災部化学保安課 

 

 

２．ＬＰガス安心サポート推進運動及び料金の透明化等について 

                          資料２ 

   一般社団法人埼玉県ＬＰガス協会 法規技術委員会 

 

 

３．参考資料 

   ① 令和５年度「燃焼器具交換・安全機器普及状況等調査報告書」 

   ② 令和６年度 自主保安活動チェックシート集計結果       

   ③「ＬＰガス関係 被災状況報告」 

 

この報告書は、次のいずれかの場合にご提出ください。 

１．震度５強以上の地震が発生した場合に、被害の有無に係らず必ず報告 

２．上記以外の自然災害により、ＬＰガスに関わる被害が判明した場合に報告 

  （地震、水害、台風、噴火等） 

 

 



埼玉県内のＬＰガスの事故事例と
事故防止の取組

埼玉県 危機管理防災部 化学保安課

令和６年度 埼玉県ＬＰガス協会 保安推進セミナー

令和７年１月作成

       資料１



1. ＬＰガスの事故事例
• 県内の事故事例
• 充てん容器等の運搬中の事故事例（県外）

2. 埼玉県液化石油ガス販売事業者等保安対策・取引適正化方針
• 国の液化石油ガス高度化計画2030の概要
• 県の方針の概要

3. 充てん容器の流出防止措置
• 取るべき措置の内容
• 浸水想定区域の確認方法

4. 県からのお知らせ
• 埼玉県証紙廃止と電子申請の利用
• ＬＰガスの商慣行是正に向けた自主取組宣言について
• バルク貯槽の２０年目検査の実施について

説明内容
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１．ＬＰガスの事故事例
 県内の事故事例
 充てん容器等の運搬中の事故事例（県外）
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１．ＬＰガスの事故事例

県内の事故発生状況

 令和5年度は、他工事業者及び設備の経年劣化による事故が多く発生。
 令和6年度は、他工事業者、販売事業者及び消費者による事故が多発。

R6＊R5R4R3R2R元年度

141111171321事故件数

200122負傷者数

原因者の内訳

令和６年度

＊令和7年1月17日現在(備考)県内での死亡事故は、平成19年度以降発生していない。
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【事故概要】
発生場所:消費者住宅 発生時期:令和５年８月
事故種別:漏えい爆発 原因者 :消費者

【事故原因】
消費者が、バランス式風呂釜の着火操作を繰り返したことにより機器内でＬＰガス
が滞留し、着火時に爆発したもの。

【事故防止の取組】
 バランス式風呂釜を使用する消費者に対して、
丁寧に周知する。

• 点火確認窓をきれいに保つ。
• 点火時には、着火確認を必ず行う。
• 着火しない場合、生ガスが排出されるまで

再点火しない。
• 点火不良が続く場合は専門業者に点検を依頼する。

１．ＬＰガスの事故事例

県内事故事例①
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（令和5年12月及び令和６年
４月にも同様の事故発生）



【事故概要】
発生場所:消費者住宅 発生時期:令和５年９月
事故種別:漏えい 原因者 :他工事業者

【事故原因】
解体業者が住宅の解体作業中に、重機でＬＰガスの埋設配管を損傷し、ガスが漏えい
したもの。

【事故防止の取組】
 配管の埋設箇所の表示を行う。
 埋設配管に関する消費者への周知を
徹底する。
【周知内容】
① 埋設配管があるので無闇に工事・掘削

をするのは危険であること
② 敷地内を工事をしようとする際は必要

に応じて販売事業者に相談すること
 他工事業者による埋設配管事故防止も

併せて啓発する。

１．ＬＰガスの事故事例

県内事故事例②
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出典:埼玉県ＬＰガス協会作成「埋設配管事故防止チラシ」



【事故概要】
発生場所:消費者住宅（アパート） 発生時期:令和６年２月
事故種別:漏えい 原因者 :販売事業者

【事故原因】
アパートに設置されたＬＰガスの調整器が劣化し、ガスが漏えいしたもの。
※調整器は製造から１０年以上経過していたが、交換されていなかった。

【事故防止の取組】
 容器交換時等供給設備点検や定期供給設備点検時に

製造年月日を確認して、耐用年数を過ぎた調整器は
適宜交換する。

【参考:保安確保機器の期限管理】
調整器（Ⅰ類）:交換期限１０年
調整器（Ⅱ類）:交換期限 ７年

※耐用年数以内の調整器に係る事故は調整器メーカー
の責任も問われますが、耐用年数経過後に起こった
事故は販売事業者の管理責任のみが問われることに
なるので御注意ください。

１．ＬＰガスの事故事例

県内事故事例③
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調整器例:転載禁止



【事故概要】
発生場所:消費者住宅 発生時期:令和６年６月
事故種別:漏えい火災 原因者 :消費者（販売事業者）

【事故原因】
 消費者宅の家庭用コンロから出火し、消防・警察が出動。
 現地確認したところ、２口ヒューズガス栓が両方とも（燃焼器に接続されていない口
も）開栓されていた。

 家庭用コンロ使用時に消費者が誤って燃焼器に接続されていない口を開栓したことが
直接的な原因であるが、当該ガス栓に閉栓カバーを設置する社内ルールであったがカ
バーが設置されておらず、直近の定期消費設備調査でも確認されていたにも関わらず
対応出来ていないかった。

【事故防止の取組】
 消費設備に接続されていないガス栓には閉栓カバーを必ず設置する。
 定期消費設備調査時には点検票に記録を残す。
 ２口不用で消費者による誤操作の危険性が高い場合は１口ヒューズガス栓への交換を

検討する。

１．ＬＰガスの事故事例

県内事故事例④
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【事故概要】
発生場所:飲食店 発生時期:令和６年１０月
事故種別:漏えい火災 原因者:液化石油ガス販売事業者（保安業務委託先）

【事故原因】
 保安業務委託先作業員が、定期供給設備点検・定期消費設備調査時に業務用めんゆで

器のロビネから微小漏えいを確認
 措置後に燃焼点検として消費者に着火ライターでの点火を依頼したところ、メインバ
ーナーに直接点火させたこと及び処置後に適切なパージを行わなかったことが原因と
なり、異常燃焼して消費者及び作業員の２名が火傷を負った。
※消費者は右目を負傷し、救急車で搬送された。

【事故防止の取組】
 業務用着火棒を使用する。
 パイロットバーナーに点火させることとし、メインバーナーに直接点火させない。
 燃焼器の措置後は異常燃焼することを想定し、最大限の安全措置を取って点火する。

１．ＬＰガスの事故事例

県内事故事例⑤
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【事故概要】
発生場所:飲食店 発生時期:令和６年１２月
事故種別:漏えい爆発・火災 原因者 :販売事業者

【事故原因】
 飲食店カウンター内の隠ぺい部に、販売事業者が把握していなかった未使用の白ガ
ス管があり、埋設部からの立ち上がり部分が腐食劣化しガスが漏えい。炊飯器を着
火元として爆発・火災したもの。

 液化石油ガス設備台帳の配置図にも記載が
無かった。

【事故防止の取組】
 設備台帳の工事記録に未記載がないか

定期消費設備調査時に確認する。
 埋設以外の白ガス管についてもできる

だけ速やかにPE管等に交換する。

１．ＬＰガスの事故事例

県内事故事例⑥
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事故写真:転載禁止



【事故概要】
発生日時:令和4年9月28日 午前5時40分頃
発生場所:伊勢湾岸自動車道 豊田ジャンクション付近
事故種別:漏えい火災
原因者 :高圧ガス運搬事業者
死傷者 :1名死亡、２名が軽い火傷

【事故状況】
 液化石油ガスの充てん容器等115本※を

運搬中の大型トラックが荷崩れを起こし、
容器が道路上に散乱したことにより、
漏えい火災が発生したもの。
※内訳 充てん容器 55本（50kg）

真空引きした空容器 60本（10～50kg）

 事故当時、ジャンクション付近は渋滞し
ており、当該車両の運転手は渋滞に気づく
のが遅れ、急ブレーキをかけた。

１．ＬＰガスの事故事例

充てん容器等の運搬中の事故事例（県外）

【備考】
掲載内容は、令和4年11月28日時点での、報道内容及び関係事業者からの聞き取り結果によるものです。
なお、警察による捜査中の事案であるため、今後掲載内容が訂正されることがあります。 10

高圧ガス保安協会事故概要報告書から引用



【事故の状況・原因】
 荷降ろしの際に荷台上の歩行距離を短縮す

るため、事故当時容器を荷台の中央付近に
積載しており、運転席後部に空間があった
。

 ３本のベルトラッシングで固定していた
 急ブレーキにより、積み荷の容器に進行方

向の慣性力が働き、前方のベルトラッシン
グに負荷が集中した。

 ベルトラッシングが切れ、全ての充塡容器
などが一気に前方へ移動したことで負荷に
よりあおり板が開いた。

 充塡容器などが路上に落下し、爆発・炎上
した。

 緩やかな下り坂だったため、前方の車両も
被害を受けた。

１．ＬＰガスの事故事例

充てん容器等の運搬中の事故事例（県外）
事故時の積載状況

 死傷者３名を出す大きな事故となった
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高圧ガス保安協会事故概要報告書から引用



１．ＬＰガスの事故事例

充てん容器等の運搬中の事故事例（県外）
【事故防止の取組】
 可能な限り、充てん容器等は運転席後部に隙間なく積載し、運転席後部に押しつける形で
十分に緊縛する。

 やむを得ず、充てん容器等を運搬車両の中央付近に積載する場合は、緊縛ロープ等を
ブレーキ時の付加にも十分に耐えられる強度及び本数とし、十分に緊縛する。

 急ブレーキの必要な状況を回避するため、通常の運転以上に安全な運転を実施する。
基本となる積載方法
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（関係会社より資料提供:転載禁止）

液化石油ガス保安規則関係例示基準＊の順守及び保安教育の実施が重要
＊ 55.充塡容器等の転落、転倒等を防止する措置（移動）



２．埼玉県液化石油ガス販売事業者等
保安対策・取引適正化方針
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２．埼玉県液化石油ガス販売事業者等保安対策・取引適正化方針

方針の策定について（令和３年度策定）

【策定の経緯】
令和３年４月１日 経済産業省が「液化石油ガス高度化計画2030」を策定

（これまで毎年度策定してきた「保安対策指針」に代わるもの）

令和３年６月９日 県が「埼玉県液化石油ガス販売事業者等保安対策・取引適正化方針」
を策定（これまで毎年度策定してきた「保安対策重点方針」に代わるもの）

【目標年度（対象期間）】
（国）高度化計画 2030年度

５年目に中間評価を行い、状況に応じて計画の見直し修正
（県）保安対策・取引適正化方針 2021～2025年度

14

 一般消費者等がより安全にかつ安心して液化石油ガスを使用できるよう、
販売事業者や保安機関が行う保安対策及び液化石油ガスの取引の適正化
について、取り組むべき方針をまとめました。

 自身の保安対策を進めるとともに、消費者の保安意識の向上を図り、事
故防止に取り組んでいただきますようお願いします。

備考:適正化方針は県HPに掲載しています（「埼玉県 ＬＰガス 適正化方針」で検索）
URL https://www.pref.saitama.lg.jp/a0403/youshiki/lpgas-houshin.html



２．埼玉県液化石油ガス販売事業者等保安対策・取引適正化方針

国の液化石油ガス高度化計画2030の概要

15

【指標】2030年時点で、年間死亡事故ゼロ、人身事故２５件未満を達成

出典:経済産業省HP（「ＬＰガス」「高度化計画」で検索）



２．埼玉県液化石油ガス販売事業者等保安対策・取引適正化方針

県の方針の概要（１）
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１ 一般消費者等に起因する事故の防止対策
（１）一酸化炭素（ＣＯ）中毒事故の防止対策を推進する。

ア 管理者に対する安全意識向上のための周知・啓発
イ 業務用換気警報器・ＣＯ警報器の設置促進
ウ 安全型機器及び設備の普及

（２）ガスの漏えいによる爆発または火災事故を防止する。
ア 安全な消費機器等の普及促進 イ 周知等による保安意識の向上
ウ 誤開放防止対策の推進 エ ガス警報器の機能の高度化及び設置の促進等
オ 消費設備調査の高度化 カ リコール対象製品等への対応

２ 販売事業者等に起因する事故の防止対策
（１）設備対策

ア 供給管・配管の事故防止対策
イ 調整器、高圧ホース等の適切な維持管理
ウ 軒先容器の適切な管理

（２）その他事故防止対策
ア 他工事業者による事故防止対策
イ 質量販売に係る事故防止対策
ウ バルク貯槽等の告示検査対応

法令上の義務はないものの、一般消費者等がより安全にかつ安心して
ＬＰガスを使用するために重要な対策も含まれています。



２．埼玉県液化石油ガス販売事業者等保安対策・取引適正化方針

県の方針の概要（２）
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３ 自然災害時の保安対策
（１）災害に備えた体制構築
（２）迅速な情報把握（配送事業者や保安機関等での消費者保安情報の二元管理の検討）
（３）容器の転倒・流出防止対策

ア 新設又は取り替え時等におけるガス放出防止型高圧ホース等の設置
イ 鎖又はベルトが容易に外れにくい取付け金具の設置
ウ 鎖又はベルト等の二重掛けの推進 エ ベルト等の緩み防止の徹底
オ 容器プロテクター掛けの徹底

（４）一般消費者等への災害発生時の対応の周知
ア 自分の身を守り、安全を確保する。
イ 器具栓・元栓を閉止し、その他の火気を始末する。
ウ メーターガス栓及び容器バルブを閉止する。

４ 保安基盤の整備
（１）保安管理体制

ア 経営者等の保安確保に向けたコミットメント及び保安レベルの自己評価
イ 保安業務の確実な実施 ウ ⾧期人材育成を踏まえた保安教育の確実な実施

（２）スマートメータ・集中監視等を利用した保安の高度化

５ 料金透明化の取組の推進
（１）標準的な料金メニューの公表
（２）法第１４条の規定に基づく書面の交付
（３）請求時における料金算定根拠の明示
（４）料金を変更する際の一般消費者等に対する事前通知



３．充てん容器の流出防止措置
 取るべき措置の内容
 浸水想定区域の確認方法
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洪水等浸水のおそれのある地域において、
充てん容器等の流出防止措置を講ずることが義務付けられました。

対象 洪水浸水想定区域（想定最大規模）等において、
１ｍ以上の浸水が想定されている地域

講ずるべき措置の内容（次のいずれか）
（１）軒先設置の場合

ア 充てん量20kgを超える容器について
ベルト又は鉄鎖の二重掛け※
※ １本目を容器の容器底部から３／４程度の位置に、

２本目を容器底部から１／４程度の位置にそれぞれ
ゆるみなく取り付け固定。

イ 充てん量20kg以下の容器について
容器のプロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を
通して取り付け、ゆるみなく容器を固定

（２）容器収納庫での保管

施行日 令和３年12月1日
施行日以降に新設の設備:猶予期間なし
施行日時点で既設の設備:猶予期間 令和６年６月１日まで

３．充てん容器の流出防止措置

液石法施行規則及び例示基準の改正内容

19未対応の場合は速やかに流出防止措置を講じてください。



①洪水ハザードマップ（WEB、紙面）
• 各市町村が、国土交通省、埼玉県及び各市町村の設定した

浸水想定区域を地図に重ね合わせたもの。
• 各市町村のWEBサイトで閲覧可能のほか、紙面を配布している場合も

あり。
• 一つの市町村で、「利根川」と「荒川」など河川ごとに複数の洪水ハ

ザードマップを作成している場合もあるので、確認漏れのないよう注意。

②重ねるハザードマップ（WEB）
• 国土地理院が作成したWEBサイトで、各市町村により作成された

洪水ハザードマップをWEB上で重ねて表示可能。
• 全ての河川の浸水想定区域が重ねられるので、河川ごとに複数の洪水ハ

ザードマップが作成されている市町村でも、一度で確認可能。
• 住所入力による地点検索が可能。

３．充てん容器の流出防止措置

浸水想定区域の確認方法

20



３．充てん容器の流出防止措置

洪水ハザードマップの見かた
【例】桶川市の洪水ハザードマップ（抜粋）※

※説明用にハザードマップを抜粋し、凡例の位置を変更しています。

①ハザードマップの種類を確認
流出防止措置の確認で使用するものは、洪水ハザー
ドマップです。
ハザードマップの種類を間違えないよう注意してく
ださい。
（このほかに、市町村によって内水ハザードマップ、
土砂災害ハザードマップなど複数種類がある。）

②対象の河川を確認
河川ごとに洪水ハザードマップが複数作成されてい
る場合は、全てのマップを確認する。
なお、浸水想定区域が指定されていない市町村は措
置の対象外です。

③浸水想定区域の水深を確認
１ｍ以上の浸水が想定されている地域が対象。
ただし、水深１ｍでの区切りがない場合、
当該水深を含む「0.5～3.0ｍ未満」の区域も措置の
対象となる。

21



３．充てん容器の流出防止措置

重ねるハザードマップの使い方（１）
「重ねるハザードマップ」は、関係各機関が作成した防災情報を、国土地理院が
まとめて閲覧できるようにしたWEBサイトです。

URL:https://disaportal.gsi.go.jp/

「洪水(想定
最大規模)」
を選択

22

検索 ハザードマップポータルサイト

【注意点】
• メッシュの大きさや描画方法、凡例、掲載時期等の違いから関係各機関が公表している図面と同一の表示となるとは

限りません。
• 浸水想定区域の境界など判断に迷う場合は、市町村作成の洪水ハザードマップも併せてご確認ください。



３．充てん容器の流出防止措置

重ねるハザードマップの使い方（２）

①住所を入力
確認したい地点の住所を入力する。

②検索結果の住所をクリック

③表示する災害種別を確認
「洪水(想定最大規模)」が選択されている
ことを確認する。

④浸水想定区域の水深を確認
洪水浸水想定区域（想定最大規模）の「解
説凡例」ボタンを押すと、水深区分の凡例
が表示されます。

【表示例】志木市中宗岡１丁目１­１（志木市役所）で検索

検索地点

23

１ｍ以上の浸水が想定され
ている地域が対象※

※ 水深１ｍでの区切りがない場合、
当該水深を含む「0.5～3.0ｍ未満」の
区域も措置の対象となる。



４．県からのお知らせ
 埼玉県証紙廃止と電子申請の利用推進について
 ＬＰガスの商慣行是正に向けた自主取組宣言について
 バルク貯槽の２０年目検査の実施について

24



【証紙廃止に向けたスケジュール】
証紙の販売 令和５年12月末日で終了

証紙の使用期限 令和６年３月末日で終了

未使用証紙の還付 令和10年12月末日まで

【証紙廃止後の申請方法】
電子申請できる場合 ⇒ 電子申請

＋クレジットカード＊１、コード＊２又はペイジーでの支払い
電子申請できない場合 ⇒ 窓口申請＋クレジットカード等での支払い

【電子申請・届出サービスの利用推奨について】
• 電子申請・届出サービスは、申請時に来庁や郵送が不要です。
• 高圧ガス保安法、液化石油ガス法関係のすべての手続が電子申請可能です。

４．県からのお知らせ

埼玉県証紙廃止について

25

令和５年度に埼玉県証紙が廃止されました。

（令和７年１月時点）

＊１ Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Clubが利用可能
＊２ PayPay、au PAY、d払いが利用可能



４．県からのお知らせ

電子申請・届出サービスの利用方法（１）

26

事前準備 申請・届出のＰＤＦファイルを準備
電子申請・届出サービスでは、申請（届出）書をＰＤＦファイルでアップロードするの
で予め御準備ください。

手順① 電子申請・届出サービスにアクセス
「液化石油ガス法関係様式一覧」＊ページで、対象の手続き欄の「電子申請」をクリック。

＊「液化石油ガス法関係様式一覧」ページの検索キーワード:「埼玉県 液化石油ガス 様式」
なお、「埼玉県電子申請・届出サービス」のページから、手続き名で検索することもできます。

表示例
（HP抜粋）

対象の手続きを
クリック



４．県からのお知らせ

電子申請・届出サービスの利用方法（２）

27

手順② 利用者ＩＤ※の有無を選択
利用者ＩＤがなくても手続き可能です。

利用者ＩＤがない場合
利用者ＩＤがある場合

※ 利用者ＩＤとは
登録した情報は、各手続きにおいて利用できる
ため、毎回の手続き時の入力を省略できます。
繰り返し本サービスをご利用される場合は、利
用者情報の登録をお勧めします。



４．県からのお知らせ

電子申請・届出サービスの利用方法（３）
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手順③ 手続き名と概要の確認
申請又は届出しようとする手続き名に
間違いがないか確認。

手順④ 利用規約の同意
利用規約を確認し、同意できれば
「同意」をクリック。

手引き掲載
ページ



４．県からのお知らせ

電子申請・届出サービスの利用方法（４）
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手順⑤ 手続きで使用する電子メールアドレスの入力
手続きには電子メールアドレスが必要です。
メールアドレスを入力後、「完了する」をクリック。
⇒ 入力したメールアドレスに電子申請・届出システムからメールが自動送信されます。

このメールに掲載されているリンクから手続きを進めてください。



４．県からのお知らせ

電子申請・届出サービスの利用方法（５）

30

手順⑥ 申請・届出者の情報を入力

手順⑦ 申請・届出書類一式を添付
• 申請書・届書の表紙だけでなく、手続きの手引き

で定めている添付資料も含めて添付する。
• ファイル形式はＰＤＦ※としてください。

※ 写真データ等はＰＤＦ以外も可。

メールアドレスは、受信メール
からコピーすると、入力間違い
を防止できます。

「届出者情報」の欄の入力内容
個人事業主の場合:個人の氏名
法人の場合 :法人名（例 株式会社○○）
【注意】屋号や販売所名ではありません。



株式会社○○（個人事業主の場合は個人の氏名）

○○ ○○

０４８－８３０－ｘｘｘｘ

４．県からのお知らせ

電子申請・届出サービスの利用方法（６）
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手順⑧ 届出内容の確認
• 届出者情報等に間違いはないか。
• 届出書類の欄に、手続きの手引きで

定められている必要書類が全て添付
されているか。

手順⑨ 届出の確定
「申込む」をクリック。

県から「申込完了通知メール」を自動送信

県での届出の確認後、受理年月日及び収受番号を記載した「受理通知メール※」を県から送信
※ 電子申請の場合、県からの副本の返却は行いません。

収受番号等が記載された「受理通知メール」は、届出書とともに大切に保管してください。

届出の補正が必要な場合は、県からメール又は電話で連絡しますので、御対応ください。

届出完了

届出受理

手続き完了



４．県からのお知らせ

電子申請・届出サービスの利用方法（７）

32

電子申請・届出サービスに関する操作マニュアル、よくある質問、問い合わせ先は、
県ＨＰの「電子申請・届出サービス」のページに掲載されています。

URL https://www.pref.saitama.lg.jp/a0105/emado/index.html

検索 埼玉県 電子申請

（抜粋）
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４．県からのお知らせ

ＬＰガスの商慣行是正に向けた自主取組宣言について

取組宣言の例【埼玉県LPガス協会HPから引用】

令和６年４月に施行されたＬＰガスの取引の適正化・料金の透明化に係る液化石油ガス
法省令改正について、ＬＰガス業界全体として商慣行是正に向けて自主的に取り組んで
いくことが重要です。
現在、一般社団法人埼玉県ＬＰガス協会からＬＰガス販売事業者に対して自主取組宣言
の策定及びホームページや店頭への掲示について依頼しています。

【埼玉県ＬＰガス協会ホームページ】
ＬＰガスの商慣行是正に向けた対応「自主取組宣言」
の公表について

https://saitamalpg.or.jp/pages/29/#block117-753

県からも、自主取組宣言の策定及びホームページや店頭で
公表いただくようお願い申し上げます。
※自主取組宣言を公表している販売事業所は以下のホーム

ページで確認できます。

【全国LPガス協会ホームページ 取引の適正化・料金の透明化】
https://www.japanlpg.or.jp/info/optimization.html
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４．県からのお知らせ

バルク貯槽の２０年目検査の実施について

参考【経済産業省資料から引用】

液化石油ガス法施行規則第１６条第２２号の規定に基づくバルク供給・充てん設備告示
第１条により、バルク貯槽は製造後２０年目で検査が必要です。
バルク貯槽の生産量のピークは２００４年ですので、２０２４年から２０２５年が２０
年目検査のピークとなります。
検査期限を超過したバルク貯槽に
ＬＰガスを供給することは禁止
されています。

バルク貯槽の製造後経過年数を
確認いただき、対象のバルク貯槽が
ありましたら、２０年目検査の実施
又はバルク貯槽を廃止ください。
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【お問い合わせ先】
埼玉県 危機管理防災部 化学保安課 液化石油ガス担当
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
電話:048-830-8439

FAX:048-830-8444

E-mail:a2970-03@pref.saitama.lg.jp
↑ エル ジー



一般社団法人埼玉県ＬＰガス協会
1

Ⅰ：ＬＰガス安心サポート推進運動について

Ⅱ：ＬＰガス安全教室について

Ⅲ：取引の適正化・料金の透明化について

Ⅳ：その他

令和６年度 埼玉県ＬＰガス保安推進セミナー

～「ＬＰガス安心サポート推進運動」及び

「取引の適正化・料金の透明化」等について ～

　　　資料２



2

１．全国目標 ： 死亡事故 ０ ～ １件 未満／年
人身事故 ０ ～ ２５件 未満／年

２．実施期間 ： 2021年度(令和３年度) ～ 2025年度(令和７年度)の５年間

３.【重点取組事項】

(１)「業務用施設ガス警報器連動遮断の推進」

(２)「業務用換気警報器の設置促進」

(３)「軒先容器の流出防止対策の徹底」

４．その他取組事項 ： 地域性を踏まえた自主保安運動を展開

Ⅰー１ 「ＬＰガス安心サポート推進運動」の概要

【液化石油ガス安全高度化計画2030】の実施に合わせ、全国ＬＰガス協会の自主保安運動においても
新たに「ＬＰガス安心サポート推進運動」を展開し、実行計画(アクションプラン)と一致した運動を
実施いたします。

【液化石油ガス安全高度化計画2030】の詳細（経済産業省ホームページ掲載アドレス）

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security
/industrial_safety/sangyo/lpgas/anzen_torikumi/koudoka_keikaku.html

コバトン

【重点取組事項】

(1) 警報器連動

(2) 換気警報器

(3) 容器流出防止

Ⅰ：ＬＰガス安心サポート推進運動について（全国運動）



3
コバトン

令和５年度 燃焼器具交換・安全機器普及状況等調査報告書（全国ＬＰガス協会）より

マイコンＳＢには長時間使用による遮断機能がないため、ガス警報器と連
動させる仕様となっていますが、全国及び埼玉県ともに「C.連動が必要な
施設」のうち、３割近くの施設で「E.連動していない」ことになります。

Ⅰー２「ＬＰガス安心サポート推進運動」【重点取組事項】について

【重点取組事項】 (１) 業務用施設ガス警報器連動遮断の推進

・業務用施設のＳＢ(ＥＢ)メータ設置先におけるガス警報器連動遮断の状況（令和６年３月末現在）

※ マイコンＢに対する警報器連動について、参考資料をご参照ください。

埼玉県全 国

１４，７６９ 戸３７１，１３８ 戸Ａ．業務用施設のうち、ＳＢ（ＥＢ）メータ設置戸数

２，６５４ 戸６３，０３５ 戸Ｂ．連動が不要な戸数（屋内に燃焼器等が無い）

１２，１１５ 戸３０８，１０３ 戸Ｃ．連動が必要な戸数（屋内に燃焼器等が有る） (Ａ－Ｂ)

８，９２９ 戸
（７３.７％）

２２８，７２７ 戸
（７４.２％）

Ｄ．連動済み戸数
（連動率） (Ｄ／Ｃ)

３，１８６ 戸
（２６.３％）

７９，３７６ 戸
（２５.８％）

Ｅ．連動していない戸数 (Ｃ－Ｄ)

（未連動率） (Ｅ／Ｃ)
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※1 ここでいう業務用厨房施設とは、業務用施設であって、以下の「事故報告及び事故届に係る特定
消費設備の業務用機種」を設置している施設です。

・業務用こんろ、業務用オーブン、業務用レンジ、業務用フライヤー、業務用炊飯器、業務用グリドル、業務
用酒かん器、業務用おでん鍋、業務用蒸し器、業務用焼物器、業務用食器消毒保管庫、業務用煮沸消毒器、
業務用湯せん器、業務用めんゆで器、業務用煮炊釜、業務用中華レンジ、業務用食器洗浄機、業務用その他

「Ｄ.業務用換気警報器の設置済み施設」(設置率)は、令和２年度までは全国よりも
埼玉県が下回っていましたが、令和３年度以降は全国よりも埼玉県の設置率が上回
る結果となっています。

埼玉県全 国

１５，４９５ 戸３８０，５４１ 戸Ａ．業務用厨房施設 ※1

２，８６８ 戸４０，０１３ 戸Ｂ．設置不要（屋外）

１２，６２７ 戸３４０，５２８ 戸Ｃ．設置対象施設 （Ａ－Ｂ）

８，２９７ 戸
（６５.７％）

１９７，１３３ 戸
（５７.９％）

Ｄ．業務用換気警報器(ＣＯ警報器含む)の設置済み施設
（設置率） （Ｄ／Ｃ）

【重点取組事項】 (２) 業務用換気警報器の設置促進

・業務用厨房施設に対するＣＯ中毒事故防止対策状況（令和６年３月末現在）

コバトン

令和５年度 燃焼器具交換・安全機器普及状況等調査報告書（全国ＬＰガス協会）より



5

（参考）ＣＯ中毒事故の発生状況（全国）

（経済産業省）2023年事故概要（ＣＯ中毒事故、質量販売について抜粋）より

令和５年 ＣＯ中毒事故の概要（ＬＰガス）

2023年(令和５年)は､ＣＯ中毒事故が４年ぶりに４件も発生
2024年(令和６年)は､11月末までに既に５件発生

（経済産業省）
最近のＬＰガス保安行政についてより
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【重点取組事項】 (３) 軒先容器の流出防止対策の徹底

・容器流失防止地域への対応状況（令和６年３月末現在）

埼玉県全 国

２２９，１３４ 戸

３，４６２，７１３ 戸Ａ．洪水浸水想定区域（想定最大規模）の対象施設数 ２８６，６７８ 戸

２，７２６，１２３ 戸
Ｂ．洪水浸水想定区域（想定最大規模）の対象施設数

容器流失防止措置済み施設数

（７９.９％）（７８.７％）Ｃ．対象施設数における容器流失防止措置率（Ａ／Ｂ）

令和５年度 燃焼器具交換・安全機器普及状況等調査報告書（全国ＬＰガス協会）より

◆近年の大雨による水害等の多発化・激甚化、及びそれに伴う容器流出の発生を踏まえ、お客様先に設置されている充てん容器等に対
して、流出防止措置を講ずることが液石法規則に規定されました。

・施工日と猶予期間 ・ 令和３年１２月１日から施行されています。

・ 施行の際現に設置されている設備については、令和６年６月１日までは、なお従前によることができる。

・対象となる容器と設置内容 ・ ２０㎏以下の容器 → ベルトや鎖などでプロテクターに通す。

・ ２０㎏を超える容器（30㎏、50㎏容器等） → ベルトや鎖等の二重掛けを行うことなどの措置を行う。

・流出防止措置を講ずる対象地域 ・ 洪水浸水想定区域（想定最大規模）等において１ｍ以上の浸水が想定されている地域。

・ 洪水浸水想定区域は、国土交通省等によるハザードマップをご参照ください。

https://disaportal.gsi.go.jp/

「Ⅽ. 対象施設数における容器流失防止措置率」は、令和６年３月末現在で全国平
均を上回る結果となっています。令和６年６月１日までにすべての対象施設の設置
を完了していただきますようお願いいたします。



① 自主保安活動チェックシートを活用した
自己診断の推進 スライド８

② 業務用施設の事故防止対策の推進
（ＣＯ中毒事故防止等） スライド９

③ 住宅における不完全燃焼防止装置の
付いていないお客様への交換促進
及び特別な注意喚起 スライド９・１０

④ ガス栓カバーの設置促進

⑤ 他工事による事故防止 スライド１３・１４

⑥ ガス放出防止型高圧ホースの設置促進

⑦ 災害時の連絡体制及び支援体制の整備
スライド１１
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その他取組事項（これまで行ってきた具体的事項）

Ⅰー３「ＬＰガス安心サポート推進運動」その他取組事項について



全ての販売事業所において、令和６年度「液化石油ガス消費者保安功績者
表彰」の評価項目による自己診断を行っていただきました。

※自社の自己診断結果を埼玉県や全国の平均と比べて分析するなど、自社の
自主保安活動の向上にお役立て下さい。

具体的事項① 自主保安活動チェックシートを活用した自己診断の推進

（別紙１【青色】）

（別紙２【黄色】）

１.総合計：全国７０.２点、埼玉県７２.３点（+ 2.1）

２.全国より埼玉県の平均点が下回った主な項目
⇓ ガス警報器の設置率（- 0.2）
⇓ 調整器、高低圧ホースの定期交換（- 0.2）

３.全国より埼玉県の平均点が上回った主な項目
⇑ ガス栓カバー等（+ 0.4）
⇑ 他工事業者による事故防止対策

・情報収集のための周知（+ 0.2）
⇑ 消費者への保安啓発活動（+ 0.1）
⇑ ガス放出防止型高圧ホース等の設置

・設置促進（+ 0.2）・設置率（+ 0.4）

8
◆全項目の集計結果は、参考資料をご参照ください。

コバトン

コバトン

埼玉県は全国よりも総合計点数が上回っており、特にこれまで埼玉県独自
に行ってきた保安活動やＬＰガス安全教室の対策項目など、皆様に積極的に
行っていただいている対策項目が、全国よりも高い平均点となっています。



ご家庭用・業務用のお客様向け“周知パンフレット等”のいろいろ

・経済産業省やＬＰガス安全委員会のホームページからダウンロードしてご利用ください。

具体的事項② 業務用施設の事故防止対策の推進（ＣＯ中毒事故防止等）

具体的事項③ 住宅における不完全燃焼防止装置の付いていないお客様への
交換促進及び特別な注意喚起

9

・業務用保安ガイド ・ガス器具チェックリスト ・家庭用保安ガイド ・外国語版（12カ国語）



・令和6年3月末現在の未交換数は全国で33,794台、埼玉県は1,135台で全国比3.3％となります。
全国比が年々減少していることから、埼玉県は全国よりも交換が進んでいることになります。

・平成24年3月末の埼玉県での未交換数は9,907台でしたが、令和6年3月末には1,135台にまで減少い
たしました。引き続き、速やかな器具の交換にご協力をお願いいたします。

令和５年度 燃焼器具交換・安全器具普及状況調査報告書（全国ＬＰガス協会）より
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埼 玉 県

令和6年3月末令和5年3月末令和4年3月末令和3年3月末

１８２１９１３２１３０３開放式

湯沸器
(不燃防
無し)

１３４１３８１８０２３６ＣＦ式

１２０８１１１８１７５ＦＥ式

４３６４１０６１９７１４小計

５５３６４９７８２１０２８ＣＦ式
風呂釜
(不燃防
無し)

２５４２３２３６ＦＥ式

５７８６９１８１４１０６４小計

１２１９２８４１３９排気筒(不具合)

１,１３５
（３.３％）

１,１９３
（３.１％）

１,５１７
(３.４％)

１９１７
(３.９％)

合 計

（全国比）

全 国

令和6年3月末

８,７１７

１,７２１

１１,００８

２１,４４６

９,２９５

９７５

１０,２７０

２,０７８

３３,７９４

（参考）不完全燃焼防止装置の付いていない湯沸器・風呂釜等の未交換数
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「ＬＰガス被災状況報告書」の報告基準【 ＬＰガス販売事業者 ⇒ 埼玉県ＬＰガス協会 】

◆「ＬＰガス被災状況報告書」は、参考資料をご参照ください。

具体的事項⑦ 災害時の連絡体制及び支援体制の整備

次のいずれかの場合に報告をお願いいたします。

１．自然災害（地震、水害、台風、噴火等）による、
ＬＰガスに関する被害が判明した場合

【 ⇒ 被害が発生すれば、災害規模によらず報告】

２．震度５強以上の地震が発生した場合

【 ⇒ ※ 被害の有無に係らず、報告 】 コバトン

※ 震度５以上の地震が発生した場合、被害が無い事業所も
「被害が無いことを報告」してください。

被害の無い事業所を把握することで、被害を受けて連絡するこ
とができなくなっている事業所を、少しでも早く確認すること
ができます。
また、被害の無い事業所に対して、応援の要請を速やかに行う
ことができます。ご協力をお願いいたします。
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埼玉県ＬＰガス安心サポート推進運動では、販売事業者の保安
意識向上のため、令和５年度において「事故ゼロ」を達成された
支部を表彰いたしました。

南東武 支部、 熊 谷 支部、 深 谷 支部、

本 庄 支部、 鴻 巣 支部、 東松山 支部、

秩 父 支部、 北 埼 支部、 行 田 支部、

所 沢 支部、 坂 戸 支部、 Ｊ Ａ 支部

（計１２支部）

・事故ゼロ支部とは、支部の管轄地域に係らず、支部会員事業所の供給する
お客様にＬＰガス事故の発生がなかった支部です。

・下線の支部は、平成２４年度から令和５年度までの１２年間、事故ゼロを
達成された支部です。

事故
ゼロ

コバトン

Ⅰー４ 埼玉県ＬＰガス安心サポート推進運動「事故ゼロ支部」特別表彰



ブロック毎に、『他工事業者等による配管損傷事故防止対策』をテーマとした
「ＬＰガス安全教室」を開催します。 ※ 配管とは「供給管、配管」を指します。

・実施期間は、令和３年度 ～ 令和６年度 までの４年間

【令和３年度】 【令和４年度・５年度】 【令和６年度】
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Ⅱー２ 「ＬＰガス安全教室」セカンドステージについて

Ⅱー１ 埼玉県のＬＰガス事故発生状況

埼玉県では、令和２年度に１３件のＬＰガス事故が発生し、うち、５件が『他
工事業者等による配管損傷』で事故原因の１位となっている。(全体の38.5％)

全国でも、令和２年（暦年集計）に１９２件のＬＰガス事故が発生し、うち、
５２件が『他工事業者等による配管損傷』となっている。(全体の27.1％)

『他工事業者等による配管損傷』の防止対策が急務となっています。

・事故内容の把握・分析

・支部で意見交換・報告

・対策等を討議

・対策等の実行

・各ブロックに

おいて

成果を検証

Ⅱ：ＬＰガス安全教室について
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・埼玉県ＬＰガス協会作成の「パンフレット」や「タグ」もご活用ください。

ガスや水道メーター付近にタグ等を
掲示して、ガス管が埋設されている
ことを工事業者へお知らせすること
も有効な対策です。
・埼玉県の取り組みが全国でも紹介

されています。
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Ⅲ：取引の適正化・料金の透明化について

Ⅲー１液化石油ガス法「改正省令」の概要

★ 次ページのスライドへ続く・協会ホームページに掲載の「三部料金制の徹底について」資料内の
「よくある質問に対す考え方」もご参照ください。
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Ⅲー２ 【参考】罰則等の対象とすることを通じた実効性・抑止力



Ⅲー３ 三部料金制の徹底 ※ 2025年(令和７年)４月２日からの施行です！

17



Ⅲー４ 自主取組宣言（商慣行見直しに向けた取組宣言の公表状況）

18

法令改正を受け、全国ＬＰガス協会は「取引の適正化・
料金の透明化に向けた行動指針」を策定いたしました。
会員の皆様には行動指針を参考に、取引の適正化・料金
の透明化に向けた「自主取組宣言」を策定し、店頭やホー
ムページで公表していただきますようお願いいたします。

・自社の取組宣言を公表いただきましたら、全国ＬＰガス
協会にご報告ください。
ご報告いただいたきました公表状況は、全国ＬＰガス協
会のホームページに掲載されております。
https://www.japanlpg.or.jp/info/optimization.html

・「自主取組宣言」の公表について（お願い）
埼玉県ＬＰガス協会ホームページ（行動指針・報告書等）
https://saitamalpg.or.jp/pages/7/#block654

◆液化石油ガス流通ワーキンググループでは、商慣行是正
に向け、ＬＰガス事業者による自主的かつ積極的な取組
を促す方策として、ＬＰガス事業者自らが、改正制度を
遵守すること等を宣言することで、
消費者が宣言済みの事業者かどうか
を知ることができるよう
することが提案されています。

令和7年1月31日現在

自主取組宣言を公表している会員事業所
埼玉県ＬＰガス協会（支部別）

コバトン



Ⅳ：その他

Ⅳー１ 給湯器の点検商法、販売事業者を装い設備工事の契約を迫る行為

19

【注意喚起】点検商法にご注意ください！

最近、給湯器やガス・電気設備などの「無料点検」を口実にした
悪質な商法が増えています。

事業者が突然電話をかけてきたり、自宅を訪問し、「このままで
は危険です」などと不安を煽り、修理や交換の契約を強引に勧め
るケースが報告されています。

さらに、「今決めれば特別価格で対応できます」とお得感を演出し
、冷静な判断を妨げることもあります。

特に高齢者の方が被害に遭いやすいため、ご家族や周囲の方も
十分ご注意ください。

まずは、お取引のＬＰガス販売事業者にご相談ください！
突然の点検や勧誘を受けた場合、すぐに契約せず、お取引のＬ
Ｐガス販売事業者にご相談ください。

適切な点検や修理の必要性について、信頼できるＬＰガス販売
事業者からのアドバイスを受けることが大切です。

万が一、不審な勧誘を受けたり、契約してしまった場合！！
お住まいの消費生活センター（消費者ホットライン「188」）もしくは
『埼玉県ＬＰガスお客様相談センター（0120-41-9640）』にご相談く
ださい。

万が一、不審な勧誘を受けたり、契約してしまった場合。
お住まいの消費者センター『消費者ホットライン（188）』
もしくは『埼玉県ＬＰガスお客様相談センター（0120-41-
9640）』にご相談ください。



Ⅳー２『ＬＰガス取扱い事業者のリスクアセスメント対応指針』改正について(概要)

20

◆ＬＰガス取扱い事業者との関係
労働安全衛生法（労安法）の改正により、化学物質の管理が強化され、リスクアセスメントの義務が拡大しました。
特に、２０２６年４月１日から「プロパン」が指定物質となるため、ＬＰガス事業者の管理義務が広がります。
※２０１７年３月１日より「エチレン」、「プロピレン」、「ブチレン」も当該物資に指定され、さらに２０２３年９月２９日の
法改正により２０２６年４月１日から「プロパン」も指定物質に追加されることとなりました。

◆主な改正内容
●リスクアセスメントの強化 ：事故防止と労働者の健康保護のため、ＳＤＳ（安全データシート）に基づく適切な対策を実施。
●管理体制の整備 ：迅速かつ適切な対応が取れるよう、リスク管理体制を充実。

◆ＬＰガス販売事業者に求められる対応
（１）化学物質管理者の選任！

●適切な知識を持つ者を選任。（専門的な講習は必須ではない） ※一般消費者向け製品のみを取り扱う事業者は対象外。
●選任者を労働者に周知。（掲示、腕章などで明示）

（２）リスクアセスメントの実施！
●取扱物質や方法の変更、ＳＤＳの更新時には速やかにリスクアセスメントを実施し、事故リスクを低減。
・ＬＰガスを原料などとして新規に採用するとき。
・ＬＰガスの製造方法や取扱作業方法を変更するとき。（例 設備の新設や変更工事）
・ＬＰガスの危険性または有害性などに変化が生じたとき。（例 ＳＤＳの改定）
※２０２６年４月には「プロパン」が通知対象物質に追加されることから、ＳＤＳも改定される見込みであるため、
リスクアセスメントも実施が要求されます。

詳しくは、以下の参考資料をご覧ください。

・日本ＬＰガス団体協議会の「リスクアセスメント対応指針」及び「説明動画」

https://www.nichidankyo.gr.jp/

・全国ＬＰガス協会が作成した『ＬＰガス取扱い事業者のリスクアセスメント対応指針』改定について

https://saitamalpg.or.jp/files/libs/3222//202502191555183955.pdf



ご清聴、ありがとうございました。

一般社団法人 埼玉県ＬＰガス協会

お客様との信頼の絆は高品質の保安から

コバトン
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